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特定猟具使用禁止区域（銃）の指定概要
菟田野特定猟具使用禁止区域（銃） 441 ha

指定期間 平成２７年１１月　１日　から　平成３７年１０月３１日まで

指定区域

宇陀市菟田野と榛原との境界（以下「旧菟田野町と旧榛原町との境界」という。）と県道内牧菟田野
線との交点を起点とし、同県道を南西進及び南進し、市道見田入谷線との交点に至り、同所から同
市道を南東進し、市道下芳野入谷線との交点に至り、同所から同市道を南西進し、芳野川との交点
（新岩脇橋）に至り、同所から同河川を下流へ北西進し、国道一六六号との交点（水分大橋）に至
り、同所から同国道を西進し、県道榛原菟田野御杖線との交点に至り、同所から同県道を北進し、
旧菟田野町と旧榛原町との境界の交点に至り、同所から同境界を北東進し起点に至る一円の区域
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